


 

（３）媒介等業務受託者における措置の徹底 

  上記（１）及び（２）の措置については、媒介等業務受託者（代理店）において

も徹底されるよう対応すること。 

 

（４）対応結果の報告 

  上記（１）から（３）までの対応の結果について平成30年８月31日までに総務省

に報告すること。 

 

（注）報告内容については非公表にすることにつき正当な理由がある部分を除き公表

することがあるので、非公表を希望する部分がある場合は、理由とともに明示さ

れたい。 
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